
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

生駒市教育委員会 

平成 28 年度 

「生駒市社会教育の重点目標」(案) 

 

別冊１ 
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(1) 生涯学習の環境整備について 

①情報発信に努めて市民の学習活動への支援を行います。 

②生涯学習まちづくり人材バンクへの登録者の充実や活用の促進に努めま 

す。 

③市民が学習活動で培った成果を社会に還元でき、グループ・団体間の交流 

の場や自主運営に向けた取組を支援します。 

④シニア世代がいきいきと生涯学習を進めるために、いこま寿大学の定員を

増員し、学習内容を充実させるとともに、OB 会の活動を支援します。 

⑤有識者等が自身の知識や経験を活かして、社会に貢献できる機会や意欲を

もっていただくために、地域デビューガイダンス事業などを実施し、学習

意欲の向上やまちづくりへの参画の機会を広げます。 

 

(2) 生涯学習施設の効率的な運営について 

①生涯学習施設の整備を進め、施設の利便性、安全性の向上に努めます。 

②生涯学習施設の新規指定管理者との連携を深め、モニタリングを通して市

民ニーズを把握し、文化事業や施設の効率的、魅力的な管理運営に努めま

す。 

 

 (3) 図書館の運営について 

①図書館が本を通じて語り合う場となるとともに、自ら本を選ぶ力や語る力

を育み、中学生の読書活動推進やプレゼンテーション能力の向上を図るた

め、本の紹介コミュニケーションゲームであるビブリオバトル全国大会、

ビブリオバトル市内中学生大会を実施します。 

②誰もが利用しやすい多様な図書館サービスの拡充を図るため、宅配サービ

スを市内全域で行うとともに、図書館声のボランティア養成講座や耳で楽

しむ本の会を開催します。 

 

(4) 文化財保護について 

①文化財の保存活用を進めるために、生駒ふるさとミュージアムの指定管理

者と連携して、文化財の各種調査の整合と充実を図り、調査成果の展示公

開に努めます。 

 重点目標 
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②郷土愛の醸成を図るために、生駒ふるさとミュージアムの指定管理者と連

携して、子ども学芸員の活動やフィールドワークを実施し、郷土の歴史文

化の普及、生駒ふるさとミュージアムの周知に努めます。また、子どもた

ちからシニア世代までが、ボランティアやリピーターとして気軽に遊び、

学習できる施設を目指します。 

③国宝、重要文化財などの貴重な文化遺産の保存継承や歴史文化の普及のた

め、生駒市歴史文化基金への寄附ＰＲを積極的に行うとともに、生駒歴史

文化友の会を通じて郷土愛の醸成に努めます。 

④子どもたちに本市の歴史文化についての理解を促すため、学校と連携して

生駒ふるさとミュージアムを活用するなど施策の充実に努めます。 

⑤郷土学習の拠点である、生駒ふるさとミュージアムの指定管理者が市民ニ

ーズの把握に努め、円滑な運営を図るよう努めます。 

 

(5) 青少年の健全育成について 

①家庭の教育力を高めるための家庭教育学級の実施や地域の中で安全に安

心して過ごせる機会を提供するため、子どもの居場所づくり事業の充実に

努めます。 

②青少年の教育のため、地域、学校、家庭が連携できる環境づくりや取組の

支援を行います。 

③ニート・ひきこもりの若者の自立を支援するため、各課、関係機関と連携

するとともに、いこま若者支援ネットワーク（地域協議会）の設立をめざ

し、庁内外の関係機関と連携の拡充に努めます。 

④青少年が野外活動を通して、協調性、自立心を培うとともに、さらに障が

いの有無、国籍や文化、性別、年齢などの違いを超えた多様性を学べる事

業を行います。 

⑤青少年の健全育成や非行防止のために、学校、家庭、地域、関係機関と連

携して、巡回指導等の青少年指導活動や有害環境の浄化など社会環境の改

善・整備を行います。 

⑥地域社会の中でリーダーとして積極的に活動できる青少年リーダー、地域

リーダーを養成します。 

⑦青年団体が主催する同世代交流やまちを活性化する諸事業を支援します。 
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(6) 文化芸術の振興について 

①子どもたちをはじめあらゆる市民が文化活動の成果を発表する市民文化

祭作品展やジュニア・アート・フェスタなどを実施します。 

②指定管理者によるコンサート事業など、多彩な文化芸術にふれることがで

きるよう魅力ある事業を開催します。 

③市民、市民団体、NPO 団体から事業を公募する、提案公募型の市民みん

なで創る音楽祭を開催します。 

④文化芸術団体が行う文化芸術の普及と市民文化の向上に寄与する公共公

益性の高い事業について支援するとともに、0 才から楽しめるファミリー

コンサートを通じて、親子がともに文化芸術に親しめる機会を提供します。 

 

(7) スポーツ振興について 

 ①昨年度に引き続き、スポーツ振興基本計画の見直しを行い、後期計画を策

定します。 

②だれもが、いつでも、スポーツを身近に感じられるよう、親子で楽しめる

イベントの開催や、年齢を問わず取り組むことのできるスポーツ・レクリ

エーション活動等の交流イベントの充実に努めます。 

③地域の生涯スポーツの振興を図るために、「総合型地域スポーツクラブ」

の支援を行うとともに、指定管理者と連携して施設の有効活用、充実に努

めます。 

④子どもの体力向上を目指すため、園児や児童を対象として、スポーツをす

るきっかけとなるよう、市内体育施設等を活用してトップアスリートと触

れ合えるスポーツ教室やイベントを開催します。 

⑤誰もが気軽に参加できる効果的で楽しい健康ウオーキング等（生駒山スカ

イウオーク、チャリロゲいこま）を開催します。 

 

 

 


